
(この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください)

千円

国　庫 分担金
支出金 負担金

前年度 0 0

要求額 0 0

決定額

（３）県負担・補助率の考え方
県10/10（県有施設及び県内全地域における安全対策であるため）

（４）類似事業の有無

県有施設ＡＥＤ導入事業費

(前年度予算額： 15,76314,696１ 事 業 費 千円)

区  分

手数料

予 算 要 求 資 料

令和８年度当初予算 支出科目　款：衛生費　項：医務費　目：医療整備対策費

 ＜財源内訳＞

事 業 名

寄附金
一　般
財　源

健康福祉部　医療整備課　医療整備係

事業費

014,696

使用料 財　産

電話番号：058-272-1111(内3238)

E-mail：c11229@pref.gifu.lg.jp

収　入
その他 県　債

財 源 内 訳

0 14,696

0 0 0

（１）要求の趣旨（現状と課題）

岐阜県教育委員会において、県立学校等にＡＥＤを１台ずつ設置している。

＜設置内容＞　賃貸借契約によるＡＥＤの設置
＜設置期間＞　①令和4年4月１日～令和9年3月31日…359台
　　　　　　　②令和5年4月1日～令和9年3月31日…17台
　　　　　　　③令和6年4月1日～令和9年3月31日…62台
　　　　　　　④令和7年4月1日～令和9年3月31日…16台
              ⑤令和8年4月1日～令和9年3月31日…4台(ｹｰｽのみ)
＜設置個所＞　ＡＥＤが設置されていない県有施設や施設の規模や性質により複数設置が
必要な県有施設（交番・駐在所、総合庁舎等）

（２）事業内容

平成16年7月、それまで医師等に限られていた自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の使用が一般
市民も可能となった。そのため、新たに制定した「県有施設におけるＡＥＤの設置及び管
理の基準に関する要綱」に基づき、県民の安全・安心を確保するため、全ての県有施設に
自動体外式除細動器（ＡＥＤ）を設置する。

15,763

0 00

２ 要 求 内 容

0 015,763



（２）国・他県の状況
茨城県と千葉県では、ＡＥＤの普及促進に関する条例を制定済み。また、東京都と神奈川
県は、都県内の全交番及び駐在所にＡＥＤを設置している。

一般財団法人日本救急医療財団が策定した「ＡＥＤの適正配置に関するガイドライン」に
おいて、公共施設へのＡＥＤ設置が望ましいとされている。
また、本県が制定する「県有施設におけるＡＥＤの設置及び管理の基準に関する要綱」で
は、県有施設に１台以上のＡＥＤを設置するものとしている。

（３）事業主体及びその妥当性
県有施設における安全・安心の確保のための事業であるから、県が実施すべきである。

決定額の考え方
　

４ 参 考 事 項

（１）各種計画での位置づけ

14,696

事業内容の詳細

ＡＥＤ賃貸借料

事業内容

14,696

３ 事業費の積算 内訳

使用料及び
賃借料

合計

金額



（県単独補助金除く）

□

■

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか

事業開始前 R6年度
(R ) 実績

34.90% 100%

○指標を設定することができない場合の理由

令
和
４
年
度

①県有施設への
AED設置率 100% 100% 100% 100%

指標名
R7年度 R8年度 終期目標
目標 目標 (R8)

（これまでの取組内容と成果）

令和４年度に３５９台のＡＥＤを更新した。令和３年度に引き続き県有施設にＡ
ＥＤが設置されている。

令
和
５
年
度

令和５年度に１７台のＡＥＤを更新した。令和４年度に引き続き県有施設にＡＥ
Ｄが設置されている。

指標① 目標：100％ 実績：100％ 達成率：100％

令
和
６
年
度

令和６年度に６２台のＡＥＤを更新した。令和５年度に引き続き県有施設にＡＥ
Ｄが設置されている。

指標① 目標：100％ 実績：100％ 達成率：100％

指標① 目標：100％ 実績：100％ 達成率：100％

達成率

（目標の達成度を示す指標と実績）

事 業 評 価 調 書

新 規 要 求 事 業　

継 続 要 求 事 業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

令和８年度までに、すべての県有施設にＡＥＤを設置する。



・事業が直面する課題や改善が必要な事項

（他事業と組み合わせて実施する場合の事業効果）
組み合わせ予定のイベント又
は事業名及び所管課 【○○課】
組み合わせて実施する理由や
期待する効果 など

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのよう
に取り組むのか

２ 事業の評価と課題

複数台まとめて整備することで得られるスケールメリットにより、費用を抑
制できる。

２

(評価)

(評価) 平成29年9月10日に、交番に設置したＡＥＤが使用され、救急蘇生に成功し
た事案がある。また、ぎふ清流ハーフマラソンでもＡＥＤの使用により傷病
者が社会復帰できた例もあり、救急蘇生において極めて有効である。３

（事業の評価）

・事業の必要性(社会情勢等を踏まえ、前年度などに比べ判断)
　３：増加している ２：横ばい １：減少している ０：ほとんどない

（次年度の方向性）

・事業の有効性(指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか)
　３：期待以上の成果あり
　２：期待どおりの成果あり
　１：期待どおりの成果が得られていない
　０：ほとんど成果が得られていない

（今後の課題）

　県有施設の規模・性質によって、ＡＥＤを複数台設置することが望ましい場合があ
り、必要に応じて整備する必要がある。
また、心停止が発生した際にＡＥＤを躊躇なく使用できる職員を養成することも必要で
ある。

(評価) ＡＥＤの適正配置に関するガイドラインでは、公共施設へのＡＥＤ設置が望
ましいとされている。また、県有施設は不特定多数の県民の利用が想定さ
れ、その安全・安心を確保するのは県有施設の管理者である県の責務であ
る。

３

・事業の効率性(事業の実施方法の効率化は図られているか)
　２：上がっている １：横ばい ０：下がっている

各県有施設において心停止から５分以内の除細動開始が望ましいことを踏まえ、ＡＥＤ
の複数設置を検討する。
また、県有施設に勤務する職員等にＡＥＤの使用方法を習得させるため、消防本部が開
催する普通救命講習等への参加をはたらきかける。


